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② 公営企業経営支援人材ネット事業① 公営企業等経営アドバイザー派遣事業

専門家の助言を活かし、公営企業等が経営改革に取り組もうとする場合、①公営企業等経営アドバイザー派遣事業及び②公
営企業経営支援人材ネット事業の人的支援制度を活用することが可能。

希望する市町村に対して、公営企業等の経営に精通したア
ドバイザーを派遣し、公営企業等の経営改革に取り組む団体
を支援（平成７年度より開始）

○対象事業 公営企業、第三セクターの経営改革

○主に派遣される人材 公認会計士、経営コンサルタント

○派遣方法 総務省にてアドバイザーを選定、市町村は活
用したい事業を申し込み、総務省が選定したア
ドバイザーを受け入れ

○想定日程 原則として１泊２日

○経費の負担 アドバイザーの旅費・謝金は総務省で負担

○Ｈ３０年度派遣実績 ２０団体２１事業

総務省が公表している「公営企業経営支援人材ネット」リス
トの登録者の中から、公営企業の経営改革に取り組む地方
公共団体が希望する専門人材を直接招へいし、受け入れ（平
成２８年度より開始）

○対象事業 公営企業の経営改革

○主に派遣される人材 公認会計士、自治体OB・OG、自治体
職員、学識経験者

○派遣方法 登録者リストを総務省ホームページにて公開

派遣を希望する地方公共団体は当該リストの中
から専門人材へ直接問合せの上、受け入れ

○想定日程 １年間を通じて数回程度

○経費の負担 原則として各地方公共団体において負担
ただし、特別交付税措置あり

⇒対象経費（上限２００万円）の1/2を一般会計から繰出
一般会計繰出金の1/2について特別交付税措置

○Ｈ３０年利用実績 １２団体１５事業（公営企業会計の適用、
経営戦略の策定等）

【令和元年度】
○スケジュール

R１年７月～ 対象団体へアドバイザー派遣開始

※モデル事業については６月から派遣
開始

○派遣規模 １９団体２１事業

【令和元年度】
○スケジュール
Ｈ３１年４月 登録者リストの更新・公表（HPにて）

公営企業等の経営改革に係る人的支援制度（概要）
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 本事業は、公営企業の効率化・経営健全化等の観点から、公営企業会計の適用、経営戦略の策定、組織管理、情報管理、事業の新展開、新し
いサービス実施等について助言等を行い、第三セクターについては、効率化・経営改善等に係る市町村の指導監督を支援している。

 派遣対象は、公営企業を運営している市町村等と、第三セクターに対して25％以上の出資又は出資割合が25％未満であるものの財政的支援
（補助金、貸付金及び損失補償等）を行っている市町村であり、原則として１泊２日×１回の派遣を実施。

 平成31年度は、公営企業会計適用におけるロールモデルとすることを目的とし、年間を通した派遣（１泊２日×10回程度）を行うモデル事業を実
施するために予算を拡充。

【スキーム】

（参考）平成30年度派遣実績 21事業（20団体）

各
地
方
公
共
団
体

（事
業
毎
）

＜アドバイザー＞
公認会計士、大学教授、地方団体企業職員OB、
経営コンサルタント、民間事業者 他

総 務 省

委 嘱 報 告

要 請

事前調査、実施調査

派 遣

助 言

報 告

事業名 団体名

水道事業
（２事業）

愛媛県砥部町

熊本県錦町

簡易水道事業
（３事業）

岩手県岩泉町

岩手県普代村

岩手県野田村

下水道事業
（４事業）

岩手県普代村

静岡県掛川市

愛知県扶桑町

兵庫県たつの市

事業名 団体名

病院事業
（４事業）

神奈川県茅ヶ崎市

千葉県匝瑳市

長崎県病院企業団

和歌山県串本町

地域開発事業
（２事業）

北海道釧路市

広島県呉市

第三セクター
（６事業）

北海道真狩村

北海道滝川市

秋田県羽後町

滋賀県甲賀市

山口県下松市

愛媛県西予市

公営企業経営アドバイザー派遣事業について

2

参考資料



職員の大量退職等により、事業の経営面に精通した人材が不足する中で、公営企業の経営改革に取り組もうとする地方公共団体が、その諸課題に
対応する専門人材を招へいし、指導・助言を受けながら取組を行う場合の専門人材の招へいや経営状況の現状分析などに必要な経費について総務
省が支援。

専門人材

公認会計士、
自治体OB・OG、
自治体職員、
学識経験者

等

総務省

１.  活用スキーム

２.  人材ネット事業に関する特別交付税措置

（１）対象経費
・ 専門人材の謝金、旅費

（例：経営戦略の改定に際し、専門人材からの助言を受けるために、定期的に講習会・勉強会を開催するための
経費）

・ 経営状況の分析等に要する経費
（例：抜本的な改革の検討に当たり、中長期的な経営の見通しのために必要な調査や情報収集等のための経費）

・ その他（会場借上費、印刷費等）
⇒対象経費の上限額200万円（年間合計額）

（２）地方交付税措置の内容
・対象経費の１／２（100万上限）について一般会計から
繰り出すこととする。

・一般会計繰出額の１／２（50万上限）について特別交付税
措置を講ずる。

都道府県

市区町村

地方公共団体

【活用できる事例】

・地方公営企業法の適用（一部適用又は一部適用から全部適用への移行を含む。）
・経営戦略の策定・改定
・事業廃止、民営化・民間譲渡
・水道事業の広域化・下水道事業の最適化等

※訪問、電話、メール等

日程調整等

指導・助言

旅費・謝金等

人
材
推
薦

課題の相談

課題の把握、

必要な助言・情報提供、
人材のあっせん 等

報告書の提出

報告書取りまとめ・公表

繰出金調査

財政措置

・PPP/PFI、包括的民間委託、指定管理者制度
・施設の統合・廃止

・新公立病院改革プラン策定（特に再編・ネットワーク化や経営形態の見直しへの取
組）
・その他、事業を進めるにあたり必要と考えられる事項

公営企業経営支援人材ネット事業について

専門人材リスト
人材推薦
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○ 自治体クラウドの導入を検討しているグループを対象に、「支援アドバイザー」を派遣し、事前検討・計画立案
のための講演や支援を行う。

○ 県が主体となる場合も利用可能。
○ 派遣回数：年度あたり１グループにつき１回あたり最大２日、年度内４回まで利用が可能。
○ 地方公共団体の交通・宿泊・謝金に関する金銭負担はなし。

自治体クラウド導入に関する専門家の派遣

○ 先行クラウドグループの導入に深く関与した職員等が、自治体クラウドを導入しようとする団体にアドバイスを
行う際に活用可能。

○ 自治体クラウド導入に当たり、先行クラウドグループの導入に深く関与した職員等の受入れに係る交通・宿泊・
謝金等について、特別交付税措置。

○ 共同化計画に基づく調達に向けたＲＦＩ／ＲＦＰや、クラウドベンダ・他団体との調整といった移行作業を円滑
に実施するためのコンサルタントにかかる経費についても、特別交付税措置。

措置額は以下の式により算定。

（算式） 総務大臣が調査した額 × ０．５ × 財政力補正

○ 地域の要請に基づき、総務省から委嘱を受けた「地域情報化アドバイザー」を派遣し、助言・講演等の活動を通
じ、当該地域の情報化を促進する。

○ 同一地域の同一プロジェクトに対する同一アドバイザーの派遣は、原則年度内１回（最大３日間まで）。
○ 地方公共団体等の交通・宿泊・謝金に関する金銭負担はなし。

１．自治体クラウド導入サポート員等（特別交付税措置）

２．自治体クラウド支援アドバイザー事業（J-LIS）

３．地域情報化アドバイザー（総務省）
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PPP（Public-Private-Partnership）協定について

国土交通省とPPP協定を締結した民間事業者が、協定パートナーとして、地方公共団体職員・地場

企業向けにセミナーの開催、コンサルティングの実施、データベースの提供を行います。

データベースパートナー

データベースパートナーは、 PPP/PFIに関するデータベースを提供します。地方公共団体は無償で
ご利用いただけます。

コンサルティングパートナー

コンサルティングパートナーは、地方公共団体職員及び地場企業の方を対象に、PPP/PFIに関する相談
対応や基礎講座の開催を実施します。相談対応及び基礎講座の開催は無償で行います。

PPP協定 協定パートナー国土交通省

国土交通省は、協定パートナーの活動の広報や協定パートナーへの情報提供、協定パートナー主催
セミナーへの職員派遣等を実施します。

国土交通省

セミナーパートナー

セミナーパートナーは、各々の強みを活かして、地方公共団体職員、地場企業等を対象としたPPP/PFI
に関するセミナーを開催します。セミナーの参加費は無償です。

参考資料
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国土交通省PPPサポーター制度 概要

地方公共団体における主体的なPPP/PFIの推進を図るため、これまでPPP/PFI事業において成果をあげてきた実務者を任命し、
任命された者（「国土交通省PPPサポーター」以下「サポーター」という。）が地方公共団体等に対し知見・ノウハウの提供を
行う。

目 的

サポート方法

Ａ：メールサポート
メールにて質問票を国土交通省に送付。国土交通省からサポーターに依頼のメールを送付し、回答についてはサ
ポーターから送付。

Ｂ：派遣サポート
メールにて依頼票を国土交通省に送付。国土交通省がサポーターと調整を図り、サポーターが地方公共団体に訪
問し、個別相談や講演等を実施。（※交通費等は依頼者負担。）

参考資料
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PPP/PFI地域プラットフォーム協定制度の概要

◯ 地域が主体となったPPP/PFIの推進を一層進めるため、国土交通省と内閣府が、概ね県
単位の産官学金からなる地域プラットフォームと協定を結び、その活動を支援。

両
府
省
の
支
援
内
容

【産】 地元企業
商工会、建設業協会等

【官】 県、市町村、財務局
【学】 地元大学
【金】 地方銀行、信用金庫

日本政策投資銀行 等

地域プラットフォーム構成員（例）

内閣府 国土交通省

地域プラットフォーム
【地域の産官学金が結集】

・ ＰＰＰ／ＰＦＩ事業のノウハウの普及
・ 地方公共団体がその所在する都道府県内の民間

事業者等から意見を聴く等の官民対話の促進
・ 地域の様々な事業分野の民間事業者等の

情報交換の促進

協定

・職員等の講師派遣
・セミナー等の広報支援
・プラットフォームを通じた

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に関する
企画、構想の事業化支援

・所管省庁への支援照会 等

参考資料
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